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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２４年１１月２５日 ０８時２５分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港南方沖 

静岡市所在の清水灯台から真方位１８２°５.８海里付近 

（概位 北緯３４°５４.８′ 東経１３８°３１.６′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 光
こう

徳
とく

丸、１４トン 

ＳＯ２－３０５８（漁船登録番号）、株式会社光徳 

１４.８８ｍ（Lr）×４.０３ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５０、昭和５２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６０年１０月１５日 

免許証交付日 平成２２年８月１６日 

         （平成２７年１０月１４日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５８歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂの３人が乗り組み、清水港南

方沖の漁場において、平成２４年１１月２５日０８時０５分ごろ底び

き網漁の曳
ひき

綱
づな

にブイロープを介して結んだブイを投下して投網を開始

した。 

船長は、操舵室で操船しながら操業の指揮を執り、投網を終え、風

上に船首を向けて機関を中立運転とし、約０.１～０.３ノットの行き

あしがある状態で左舷側至近にブイが来るように接近した。 

甲板員Ａは、前部甲板の船首左舷側において、左舷ブルワークの支

柱間に取り付けられた鋼製横棒（以下「バー」という。）に結んだロ

ープ（以下「船体ロープ」という。）の付いたボートフックをブイロ

ープに掛けた後、ブイロープを握って船尾甲板に移動し、甲板員Ｂと

共にブイロープを手繰り寄せていたところ、行きあしでブイロープ及
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び船体ロープが緊張してバーが破断し、０８時２５分ごろ、甲板員Ａ

が、握っていたブイロープに引きずられて船尾甲板の左舷側から落水

した。 

船長は、甲板員Ａの落水に気付き、直ちに本船左舷側を甲板員Ａに

近づけ、救助のために飛び込んだ甲板員Ｂと共にデリックを使用して

甲板員Ａを引き揚げ、心肺蘇生措置を実施しながら、静岡県焼津市焼

津港に入港して救急車に引き継いだ。 

甲板員Ａは、搬送された病院で死亡が確認され、溺水と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、海水温度 １８.０℃ 

 その他の事項 甲板員Ｂは、ブイロープ及び船体ロープが緊張したとき、握ってい

たブイロープを離した。 

甲板員Ａは、防寒用上着、雨合羽の下衣、ビニール製手袋及びゴム

長靴を着用していたが、救命胴衣及びヘルメットを着用していなかっ

た。 

バーは、本事故後、腐食が進行していたことが分かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

甲板員Ａの死因は、溺水であった。 

本船は、清水港南方沖で底びき網漁の操業中、機関を中立運転とし

て前進行きあしの状態において、甲板員Ａが、ボートフックをブイロ

ープに掛けた後、ブイロープを握って船尾甲板に移動して引き寄せて

いたところ、ブイロープ及び船体ロープが緊張し、腐食が進行してい

たバーが破断したことから、ブイロープに引きずられて船尾甲板から

落水して死亡するに至ったものと考えられる。 

甲板員Ａは、ブイロープを握っており、落水して溺水したものと考

えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、清水港南方沖で底びき網漁の操業中、機関を中

立運転として前進行きあしの状態において、甲板員Ａが、ボートフッ

クをブイロープに掛けた後、ブイロープを握って船尾甲板に移動して

引き寄せていたところ、ブイロープ及び船体ロープが緊張し、腐食が

進行していたバーが破断したため、ブイロープに引きずられて船尾甲

板から落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・落水する虞がある場所で乗組員に作業を行わせる場合は、救命胴

衣を着用させること。 

・漁労に関係する設備は、定期的に点検し、整備すること。  


